
 

三田市立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

第1条～第24条 省略 第1条～第24条 省略 

付 則 付 則 

第1条～第1条の3 省略 第1条～第1条の3 省略 

(障害補償年金前払一時金) (障害補償年金前払一時金) 

第1条の4 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が申し出た

ときは、障害補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。 

第1条の4 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が申し出た

ときは、障害補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。 

2～4 省略 2～4 省略 

5 障害補償年金前払一時金が支給された場合における当該障害補償年金前払

一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた

日の属する月の翌月(当該障害補償年金前払一時金に係る申出が第2項ただし

書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌

月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害補償年金の額(当該障害補

償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支払期月から起

算して1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金については、

その額を、100分の5に当該最初の障害補償年金の支払期月から当該各月まで

の年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗

じて得た数に1を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害補償年金前払

一時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。 

5 障害補償年金前払一時金が支給された場合における当該障害補償年金前払

一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた

日の属する月の翌月(当該障害補償年金前払一時金に係る申出が第2項ただし

書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌

月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害補償年金の額(当該障害補

償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支払期月から起

算して1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金については、

その額を、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつ

て死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発

生が確定した日(以下これらの日を「事故発生日」という。)における法定利

率に当該最初の障害補償年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数

に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を

加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額を超

えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。 

6 前項の規定による障害補償年金の支給停止が終了する月の翌月に係る障害

補償年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの

期間が、1年以内の場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から同項

の規定により当該障害補償年金の支給が停止される期間に係る同項の規定に

よる合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。)を

差し引いた額を、1年を超える場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の

額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に前項に規定す

る支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に1年未満の端数

があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数を乗じ

て得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害補償

年金の額から差し引いた額とする。 

6 前項の規定による障害補償年金の支給停止が終了する月の翌月に係る障害

補償年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの

期間が、1年以内の場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から同項

の規定により当該障害補償年金の支給が停止される期間に係る同項の規定に

よる合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。)を

差し引いた額を、1年を超える場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の

額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定

利率に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該

年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数

に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給され

るべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。 

7 省略 7 省略 

以下省略 以下省略 


